
 

 

特例補装具審査会設置要綱 

  第１ 目的                                                                             

   特例補装具審査会（以下「審査会」という。）は、埼玉県総合リハビリテーションセンター（以 

  下「センター」という。）の長の諮問に応じ、特例補装具費の支給の必要性及び購入又は修理に 

  要する額の算定等について、専門的・技術的検討を加えることにより、センターの長が行う判 

  定業務の円滑な実施及び市町村の補装具費支給事務の適正な実施に資することを目的とする。

  

  第２ 用語の定義                                                                      

   この要綱において「特例補装具」とは、身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真にや 

  むを得ない事情により、厚生労働省告示（平成18年9月29日第528号）に定められた補装具の種目 

  に該当するものであって、別表に定める名称、型式、製作要素及び完成用部品によることができ

  ない補装具をいう。                                         

  第３ 審査会等の構成                                                                  

   （１）審査会の委員は、別表に掲げる者とする。 

   （２）センターの長は、必要に応じ、その他の関係職員等の出席を求めることができる。    

  第３の２ 審査会委員の任期                                                            

     委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。                                 

  第４ 招集等                                                                          

   （１）審査会は、センターの長が招集する。                                            

   （２）審査会の議長は、福祉局長が行う。                                              

  第５ 審査会の審議に付すべき事項                                                      

   （１）市町村長からの判定依頼に基づく特例補装具の必要性                      

   （２）市町村長からの技術的助言依頼に基づく身体障害児に係る特例補装具の構造、機能等に関

    する技術的助言 

   （３）センターが判定を行う場合の、身体障害児に係る特例補装具の必要性                 

  （４）その他特例補装具に関わる専門的技術的意見等                                  

  第６ 会議の非公開                                                                    

    身体障害者の個人情報及び法人(事業者) に関する情報であって、特定の個人が識別され、ま

  た、企業経営に影響を及ぼす恐れがあるため会議の審議内容等は非公開を原則とする。    

  第７ 開催時期等                                                                      

    案件が整い次第、随時開催する。                                                    

  第８ その他                                                                          

   （１）判定依頼した市町村は、センターの求めに応じて、関係資料の準備、提供に協力するもの

    とする。                                                                  

   （２）センターの長は、審査会の審査の結果を尊重して判定を行うものとする。        

   （３）この要綱に定めるもののほか、審査会の開催に必要な事項は別に定める。            

   （４）審査会に関する事務は、身体障害担当が行うものとする。                

                                                                                        

      附   則                                                                        

   この要綱は、平成１２年１０月 １日から施行する。                                    

    附   則                                                                        

   この要綱は、平成１３年 ３月２７日から施行する。                                    

    附   則                                                                        

   この要綱は、平成１４年 ５月３１日から施行する。                                    

      附   則                                          

    この要綱は、平成１５年 ３月３１日から施行する。      

      附   則                                          

    この要綱は、平成１５年 ６月１２日から施行する。      

      附   則                                       



 

    この要綱は、平成１５年 ７月 ９日から施行する。      

      附   則 

  この要綱は、平成１６年 ６月２８日から施行する。      

   附   則                                                          

    この要綱は、平成１７年 ６月２４日から施行する。   

      附   則 

    この要綱は、平成１８年  ６月２６日から施行する。 

     附   則 

    この要綱は、平成１８年１０月 １日から施行する。 

     附   則 

    この要綱は、平成２１年 ４月 １日から施行する。 

    附   則 

   この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

   附   則 

  この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

   附   則 

  この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

   附    則 

  この要綱は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

 

 

     別表 

 

     特例補装具審査会委員                             

                          

                          

      

   

                          

                          

    

                          

      

 センター長 

 診療部医長（身体障害者更生相談の判定業務に従事する医長に限る） 

 福祉局長 

 相談部長 

 県障害者福祉推進課職員 

 理学療法科長 

 作業療法科長 

 市町村代表者（２名） 


